
史
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こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
、
山
城
国
紀
伊
郡
納
所
村
（
現
京
都
市
伏
見
区
）

に
関
す
る
史
料
で
あ
る
。
写
し
な
ど
に
よ
っ
て
既
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
も

含
ま
れ
て
い
る
が
、
翻
刻
や
日
付
な
ど
に
誤
写
が
認
め
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、

そ
の
原
本
を
全
点
紹
介
す
る
こ
と
は
、
中
央
権
力
や
寺
社
勢
力
と
当
該
地
域

と
の
関
わ
り
方
を
通
し
て
、
中
近
世
移
行
期
の
淀
川
水
運
、
お
よ
び
近
世
・

明
治
維
新
期
の
村
落
の
様
相
を
探
り
う
る
点
に
お
い
て
有
意
義
で
あ
ろ
う
。

　
納
所
村
は
交
通
の
要
所
に
あ
た
り
、
中
世
に
は
こ
の
地
に
淀
城
が
存
在
し

た
が
、
豊
臣
秀
吉
の
伏
見
築
城
に
伴
っ
て
、
淀
城
が
廃
さ
れ
る
と
と
も
に
宇

治
川
の
流
路
変
更
が
行
わ
れ
、
桂
川
と
の
合
流
地
点
に
位
置
す
る
よ
う
に
な

る
。
ま
た
、
貨
客
輸
送
の
公
認
を
得
た
過
書
座
支
配
下
の
川
船
（
過
書
船
）

の
拠
点
で
も
あ
り
、
近
世
を
通
じ
て
水
運
業
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
元
和
九
年

（一

Z
二
三
）
に
松
平
定
綱
に
よ
っ
て
宇
治
川
対
岸
の
淀
島
に
新
た
な
淀
城

が
築
か
れ
た
の
ち
、
村
内
に
形
成
さ
れ
た
町
場
は
納
所
町
と
な
り
、
淀
城
下

六
ヵ
町
の
内
に
数
え
ら
れ
た
。
な
お
、
近
世
の
当
村
に
は
、
淀
藩
と
御
入
木

山
代
官
木
村
氏
の
所
領
、
お
よ
び
石
清
水
八
幡
宮
・
与
仔
神
社
の
社
領
の
存

在
が
確
認
で
き
る
。

　
「
納
所
村
役
場
文
書
」
は
現
在
、
京
都
大
学
総
合
博
物
館
が
保
管
し
て
い

①る
が
、
そ
こ
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
大
正
八
年

（一

縺
@
九
）
発
行
の
『
京
都
府
史
蹟
勝
地
調
査
会
報
告
』
（
以
下
『
史

蹟
臨
）
第
一
冊
に
お
い
て
、
西
田
直
二
郎
氏
に
よ
っ
て
「
納
所
村
役
場
所
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

文
書
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
文
書
化
が
、
本
史
料
に
お
お
む
ね
該
当
す

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
本
史
料
は
納
所
村
役
場
が
旧
蔵
し
て
い
た
も
の
で
、

そ
れ
以
前
に
は
納
所
地
域
の
関
係
者
が
所
有
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　
今
、
本
史
料
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
後
覆
釈
文
の
一
・
2
・
5
～
7
・
1
！

号
に
は
い
ず
れ
も
木
村
氏
の
名
が
見
え
、
淀
川
の
過
書
船
を
支
配
し
た
同
氏

関
係
者
の
所
有
文
書
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
3
・
8
・
9
・
1
2
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号
は
石
清
水
八
幡
宮
の
御
鉾
座
神
人
に
関
す
る
文
書
、
4
号
は
与
朽
神
社
の

社
家
に
関
す
る
文
書
で
、
1
0
－
1
・
1
0
－
2
号
は
納
所
村
の
共
有
文
善
、
1
3

～
1
6
号
は
当
道
座
の
文
書
と
そ
れ
ぞ
れ
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
納
所
村
周

辺
地
域
の
複
数
の
文
書
群
を
含
み
込
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

納
所
村
は
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
に
京
都
帯
に
編
入
さ
れ
て
い
る
た
め
、

そ
の
頃
ま
で
に
は
京
都
大
学
が
受
け
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
本
史
料
と
関
わ
り
が
深
い
も
の
と
し
て
、
参
考
史
料
1
～
5
号
を

添
え
た
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
所
蔵
の
「
京

都
府
紀
儲
郡
納
所
町
沿
革
取
調
書
」
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
大
正
七

年
正
月
に
当
時
の
写
字
生
・
中
田
顕
摂
氏
か
ら
購
入
さ
れ
た
謄
写
本
で
あ
り
、

納
所
町
と
納
所
村
・
水
垂
村
・
大
下
津
村
の
周
辺
三
ヵ
村
の
沿
革
を
記
し
た

も
の
で
あ
る
。
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
の
町
村
制
実
施
の
た
め
に
京
都

府
が
行
っ
た
調
査
に
対
し
て
、
各
役
場
が
沿
革
を
報
相
し
た
も
の
が
郡
ご
と

に
一
括
さ
れ
、
「
各
町
村
沿
革
調
」
と
し
て
京
都
府
立
総
合
資
料
館
に
残
さ

れ
て
お
り
、
本
書
の
原
本
に
あ
た
る
も
の
も
、
そ
の
う
ち
の
「
宇
治
・
久

世
・
紀
伊
夏
期
町
村
沿
革
調
」
に
含
ま
れ
て
い
る
。
作
成
年
月
は
記
さ
れ
て

い
な
い
が
、
他
の
近
隣
町
村
の
も
の
か
ら
、
明
治
二
〇
年
に
作
成
さ
れ
た
と

推
測
で
き
る
。
た
だ
し
、
原
本
に
は
虫
損
な
ど
で
文
字
が
判
読
で
き
な
い
部

分
が
存
在
し
、
本
書
に
よ
っ
て
そ
の
情
報
を
補
い
う
る
。
特
に
こ
こ
で
挙
げ

た
も
の
は
、
与
程
神
社
に
伝
来
し
た
と
思
わ
れ
る
織
豊
期
・
近
世
初
期
の
史

料
で
あ
り
、
4
号
と
の
関
連
性
が
高
い
。

　
で
は
、
右
に
整
理
し
た
本
来
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
文
書
の
概
要
と
推
定
年

代
を
述
べ
て
い
こ
う
。
1
号
の
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
は
、
月
日
が
閏
五
月
　
○

日
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
の
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
秀
吉
は
、
北
政
所
の
大
坂
下
向
船
の
用
意
を
指
示

し
て
い
る
。
宛
名
の
与
三
郎
（
の
ち
与
三
右
衛
門
尉
）
は
河
村
宗
恒
、
孫
次

郎
（
の
ち
宗
右
衛
門
）
は
木
村
勝
重
に
あ
た
り
、
共
に
当
時
、
過
書
船
を
支

　
　
　
　
③

配
し
て
い
た
。
つ
い
で
2
号
は
秀
吉
が
所
司
代
の
霜
雪
に
宛
て
た
朱
印
状
で
、

大
坂
か
ら
鳥
羽
ま
で
の
米
の
運
送
に
河
村
・
木
村
が
携
わ
っ
た
た
め
に
本
史

料
に
残
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
年
代
は
確
定
し
が
た
い
が
、
他
の
文
書

と
の
関
連
か
ら
あ
る
程
度
は
推
測
で
き
る
た
め
、
あ
わ
せ
て
5
号
を
見
る
。

こ
の
文
書
は
朝
鮮
出
兵
に
際
し
て
、
淀
川
の
水
主
を
徴
発
し
た
も
の
で
あ
る
。

天
正
二
〇
年
正
月
に
琵
琶
湖
周
辺
部
で
も
水
主
が
徴
発
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

知
ら
れ
て
い
る
た
め
、
同
年
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
文
中
で
は
、
河

村
は
「
与
三
右
衛
門
尉
」
、
木
村
は
「
宗
右
衛
門
尉
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
2
号
に
戻
る
と
、
こ
の
段
階
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
与
三
郎
」
・
「
孫
二

（
次
）
郎
」
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
以
前
の
発
給
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

た
、
秀
吉
が
堂
上
衆
に
合
力
米
を
与
え
る
状
況
は
、
関
白
任
官
後
と
考
え
ら

れ
る
た
め
、
2
号
は
天
正
一
三
年
か
ら
同
一
九
年
に
か
け
て
の
い
ず
れ
か
の
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年
に
出
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
以
上
の
一
・
2
・
5
号
は

噌
史
蹟
騙
第
一
冊
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
2
号
に
付
記
し
た

包
紙
は
、
近
世
の
あ
る
段
階
で
一
・
2
号
を
包
含
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
史
料
の
整
理
段
階
以
前
に
そ
れ
ら
の
包
括
関
係

は
解
消
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
注
記
し
て
お
く
。

　
つ
い
で
、
6
号
は
豊
臣
氏
の
「
五
奉
行
」
が
河
村
・
木
村
に
対
し
て
、
過

書
船
公
用
の
免
除
と
、
以
前
の
未
払
分
運
上
を
命
令
し
た
文
書
で
あ
る
。
国

名
が
揃
っ
て
違
署
し
て
お
り
、
他
に
も
同
日
付
の
連
署
状
の
存
在
が
確
認
で

き
る
た
め
、
慶
長
三
年
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
本

文
書
の
発
給
は
、
前
日
に
秀
吉
が
死
去
し
て
い
る
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な

か
ろ
う
。
ま
た
、
7
号
は
徳
川
家
康
が
木
村
二
右
衛
門
に
与
え
た
領
知
朱
印

状
の
写
し
で
あ
る
。
家
康
は
同
日
付
で
石
清
水
八
幡
宮
関
係
者
に
大
量
の
朱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

印
状
を
発
給
し
て
お
り
、
本
文
書
も
そ
の
一
部
と
み
な
せ
る
。
1
1
号
は
京
都

所
司
代
の
板
倉
重
宗
が
木
村
勝
清
（
勝
重
の
孫
）
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。

文
中
よ
り
、
島
原
の
乱
に
際
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
年
代
は
寛
永
一
四
年

（一

Z
三
七
）
と
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
6
・
1
1
号
は
「
過
書

　
　
　
　
　
　
　
⑥

座
二
十
石
船
由
緒
書
」
に
写
し
が
残
さ
れ
て
い
る
た
め
に
こ
れ
ま
で
も
知
ら

れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
史
料
に
よ
っ
て
日
付
や
字
句
を
改
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
中
世
の
淀
郷
は
石
清
水
八
幡
宮
寺
の
政
治
・
社
会
的
影
響
下
に
あ
り
、
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

生
会
な
ど
の
神
事
に
奉
仕
す
る
御
鉾
座
神
人
ら
が
存
在
し
た
。
3
号
は
、
そ

の
御
為
座
神
人
に
宛
て
ら
れ
た
秀
吉
の
領
知
朱
印
状
の
写
し
で
、
こ
こ
に
み

え
る
七
〇
石
は
近
世
を
通
じ
て
八
幡
社
領
と
し
て
納
所
村
に
存
在
し
た
。
ま

た
、
8
号
は
板
倉
勝
重
が
御
鉾
座
神
人
に
対
し
て
与
え
た
目
録
の
写
し
で
、

徳
川
秀
忠
朱
印
状
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
こ

に
挙
げ
ら
れ
た
神
人
玉
名
と
同
　
人
物
、
も
し
く
は
親
類
と
思
わ
れ
る
者
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

「
石
清
水
八
幡
宮
神
人
知
行
拝
替
地
帳
」
に
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
9
号
は

徳
川
家
光
領
知
朱
印
状
の
写
し
で
、
玉
鉾
座
神
入
宛
の
元
和
三
年
八
月
付
の

秀
忠
領
知
朱
印
状
を
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
秀
忠
の
も
の
は
本
文
書
意
に
は

現
存
し
て
い
な
い
が
、
1
2
号
に
よ
る
と
、
天
明
八
年
（
｝
七
八
八
）
の
段
階

で
は
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
。
家
綱
以
降
の
鉾
座
に
関
す
る
朱
印
は
納
所

町
の
年
寄
が
管
理
し
て
い
た
こ
と
も
、
同
文
書
か
ら
窺
え
る
。
こ
れ
ら
は
町

の
共
有
文
書
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
4
号
は
、
与
仔
神
社
の
社
家
に
与
え
ら
れ
た
秀
吉
の
朱
印
状
で
あ
る
。
御

供
料
一
四
石
を
寄
進
し
た
も
の
で
、
本
文
書
は
『
史
蹟
』
第
一
冊
に
写
真
お

よ
び
翻
刻
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
言
意
神
社
は
淀
姫
社
と
も
い
い
、
納
所
村

か
ら
は
桂
川
を
介
し
て
西
向
か
い
に
あ
た
る
水
垂
村
に
存
在
し
た
。
ま
た
、

参
考
1
号
に
よ
る
と
、
同
日
付
で
一
九
石
が
同
神
社
の
社
僧
・
神
主
に
寄
進

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
合
わ
せ
て
三
三
石
が
近
世
の
同
社
領
で
あ
っ
た
。
参
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考
2
号
は
秀
吉
の
子
・
鶴
松
の
病
状
回
復
を
祈
願
し
た
も
の
で
、
天
正
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

年
発
給
と
推
定
さ
れ
、
同
様
の
文
書
が
数
例
確
認
で
き
る
。
な
お
、
参
考

1
・
2
号
は
大
正
＝
一
年
発
行
の
『
史
蹟
聴
第
三
冊
の
「
淀
城
玩
」
に
新
着

神
社
所
蔵
古
文
書
と
し
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
参
考
3
号
は
秀
吉
の
礼
状
で
、

遠
方
に
在
陣
中
と
の
記
述
か
ら
、
天
正
一
五
年
の
九
州
攻
め
、
天
正
一
八
年

の
小
田
原
攻
め
、
天
正
二
〇
年
・
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
の
朝
鮮
出
兵
の

い
ず
れ
か
が
該
当
す
る
が
、
発
給
年
次
を
絞
り
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

文
書
は
『
豊
臣
秀
吉
文
書
目
録
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
参
考

4
・
5
号
の
家
康
黒
印
状
は
、
先
の
秀
吉
の
朱
印
高
を
安
堵
し
た
も
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

こ
れ
ら
も
「
徳
川
家
康
文
書
　
総
目
録
」
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

　
1
0
－
1
号
・
1
0
－
2
号
は
紙
維
り
で
合
綴
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
1
0
－
1
号

の
発
給
年
次
は
、
文
中
に
「
伴
天
連
之
書
付
」
と
あ
り
、
転
び
切
支
丹
の
起

請
文
の
提
出
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
一
二
年
と
考
え
る
べ
き
で
あ

　
⑫

ろ
う
。
ま
た
、
1
0
－
2
号
に
つ
い
て
は
、
板
倉
重
宗
の
所
司
代
就
任
期
間
中

の
戌
年
は
、
元
和
八
年
・
寛
永
二
年
・
正
保
三
年
（
＝
ハ
四
六
）
の
い
ず

れ
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
申
の
「
御
上
洛
」
は
将
軍
家
光
の
上
洛
を
指
す

と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
一
一
年
が
該
当
す
る
。
両
文
書
と
同
様
の
も

の
が
他
地
域
に
も
出
さ
れ
て
お
り
、
京
郊
村
落
に
広
く
発
給
さ
れ
た
も
の
と

　
　
　
　
⑬

想
定
さ
れ
る
。

　
1
3
～
1
6
号
は
、
右
の
文
書
群
と
は
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
。
こ
れ
ら
は
、

淀
に
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
、
政
の
一
座
頭
が
統
括
す
る
当
道
座
に
関
す
る

史
料
で
あ
る
。
そ
の
管
轄
範
囲
は
1
5
号
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
淀
藩
領
自
体

が
淀
川
水
域
に
点
在
す
る
こ
と
に
起
因
し
た
広
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
1
7
・

18

?
も
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
と
何
ら
か
の
関
連
を
有
す
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る

が
、
村
名
や
金
額
の
書
上
の
み
で
あ
り
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
明
治
維
新

期
に
入
る
と
座
中
の
秩
序
が
混
乱
し
た
よ
う
で
、
当
道
座
を
束
ね
る
京
都
の

職
役
所
が
各
地
の
座
頭
に
そ
の
取
り
締
ま
り
を
命
じ
た
の
が
1
3
・
1
4
号
で
あ

⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

る
。
同
様
の
史
料
は
「
久
我
家
文
書
」
な
ど
に
も
確
認
で
き
る
。
そ
れ
に
対

し
て
政
府
は
配
当
金
な
ど
の
特
権
を
廃
止
す
る
流
れ
を
打
ち
出
し
た
た
め
、

当
道
座
側
は
1
6
号
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
由
緒
を
訴
え
た
。
「
久
我
家
文
書
」

に
残
さ
れ
た
同
種
の
史
料
の
存
在
か
ら
、
本
文
書
は
明
治
二
年
頃
の
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
形
勢
は
覆
ら
ず
、
明
治
四
年
に
は
盲
宮
廃
止
令
が
出

さ
れ
る
に
至
っ
た
。
1
5
号
は
「
淀
県
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
頃
の
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
本
史
料
に
は
当
時
の
障
が
い
者
に
つ
い
て
の
記
載
が
含
ま
れ
る
が
、

近
世
・
明
治
維
新
期
の
座
の
実
態
を
知
る
う
え
で
も
重
要
な
史
料
で
あ
る
と

判
断
し
、
あ
え
て
そ
の
ま
ま
翻
刻
し
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
最
後
に
、

本
史
料
の
紹
介
を
許
可
し
て
下
さ
っ
た
京
都
大
学
総
合
博
物
館
お
よ
び
京
都
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大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
や
、
調
査
・
解
読
に
あ
た
っ
て
ご
助
力
を
賜
っ
た

方
々
に
深
謝
申
し
上
げ
た
い
。

　
①
本
文
害
は
、
科
学
競
究
費
助
成
事
業
門
豊
臣
政
権
前
期
の
政
治
過
程
・
政
権
構

　
　
想
の
基
礎
的
研
究
」
（
二
〇
〇
九
年
度
～
二
〇
一
一
年
度
「
基
盤
研
究
（
C
）
」
研

　
　
究
代
表
者
藤
井
譲
治
）
の
遂
行
過
程
で
存
在
が
確
認
さ
れ
、
本
稿
は
そ
の
研
究
成

　
　
果
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。

　
②
西
田
直
二
郎
隅
京
都
史
蹟
の
研
究
h
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
年
に
所
収
。
そ

　
　
の
中
で
は
、
今
回
紹
介
す
る
一
～
1
8
号
の
文
書
の
う
ち
、
一
二
通
の
目
録
と
二
通

　
　
の
翻
刻
、
お
よ
び
三
通
の
写
真
掲
載
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
③
京
都
大
学
古
文
書
室
架
蔵
影
写
本
「
東
文
省
」
な
ど
。
な
お
、
朝
尾
直
弘
「
織

　
　
需
要
の
畿
内
代
官
」
（
同
三
富
朝
尾
直
弘
著
作
集
』
第
三
巻
、
二
〇
〇
四
年
、
初

　
　
出
一
九
七
〇
年
）
参
照
。

　
④
三
鬼
清
一
郎
「
朝
鮮
出
兵
に
お
け
る
水
軍
編
成
に
つ
い
て
」
（
同
著
欄
豊
臣
政

　
　
権
の
法
と
朝
鮮
出
兵
』
青
史
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
初
出
一
九
六
入
年
）
。
な
お
、

　
　
本
文
書
は
同
氏
編
『
豊
臣
秀
吉
文
書
臨
録
（
補
遺
1
）
㎞
（
名
古
屋
大
学
文
学
部
、

　
　
一
九
九
六
年
）
で
も
同
年
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

　
⑤
伊
藤
真
昭
「
八
幡
へ
の
家
康
朱
印
状
と
関
ヶ
原
の
戦
い
」
（
『
戦
国
史
研
究
』
四

　
　
二
、
二
〇
〇
一
年
）
、
お
よ
び
徳
川
義
宣
「
慶
長
五
年
五
月
二
十
五
日
に
山
城
石

　
　
清
水
八
幡
宮
に
與
へ
た
る
知
行
宛
行
状
に
つ
い
て
」
（
同
著
『
新
修
徳
川
家
康
文

　
　
書
の
研
究
㎞
第
二
輯
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

　
⑥
　
日
野
照
正
編
『
近
世
淀
川
水
運
史
料
集
』
同
朋
舎
、
　
一
九
八
二
年
。
な
お
、
同

　
　
書
で
は
、
6
号
文
書
が
コ
月
し
付
、
6
・
1
1
号
文
書
の
宛
名
が
「
河
村
与
惣
右

　
　
衛
門
」
「
木
村
惣
右
衛
門
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
⑦
鍛
代
敏
雄
「
淀
六
郷
惣
中
と
石
清
水
八
幡
宮
寺
」
（
同
著
『
戦
国
期
の
石
清
水

　
　
と
本
願
寺
隔
法
藏
館
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
二
〇
〇
七
年
）
。

　
⑧
石
清
水
八
幡
宮
編
『
石
清
水
八
幡
宮
史
』
史
料
第
六
輯
、
石
清
水
入
幡
宮
社
務

　
所
、
一
九
一
二
六
年
。

⑨
　
寺
沢
光
世
「
秀
吉
の
側
近
六
人
衆
と
石
川
光
重
」
（
『
日
本
歴
史
』
五
八
穴
、
一

　
九
九
七
年
）
な
ど
。

⑩
　
三
鬼
清
～
郎
編
『
豊
臣
秀
吉
文
書
囲
録
睡
名
古
屋
大
学
文
学
部
、
一
九
八
九
年
。

　
同
補
遺
1
。

⑪
川
島
孝
一
編
「
徳
川
家
康
文
沓
総
目
録
」
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
、
二
〇
一
〇
年
＝
一
月
版
）
。

⑫
畑
中
み
ゆ
き
「
京
・
大
坂
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
政
策
に
つ
い
て
」
（
噸
史

　
泉
』
六
一
、
一
九
八
五
年
）
参
照
。

⑬
京
都
市
歴
史
資
料
館
架
蔵
写
真
帳
「
築
山
村
文
書
」
な
ど
。
な
お
、
1
0
－
1
号

　
と
同
内
容
の
文
書
が
『
史
料
京
都
の
歴
史
』
＝
一
　
、
南
区
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

⑭
加
藤
康
昭
門
明
治
維
新
と
盲
入
仲
間
の
解
体
」
（
同
著
『
日
本
盲
人
社
会
史
研

　
究
㎞
未
来
社
、
一
九
七
四
年
）
。

⑮
『
國
學
院
大
學
所
蔵
久
我
言
文
替
』
第
四
巻
、
國
學
院
大
學
、
一
九
八
七
年
。

　
渥
美
か
を
る
ら
編
著
欄
奥
村
家
蔵
当
道
座
・
平
家
琵
琶
資
料
㎞
大
学
堂
書
店
、
一

　
九
八
四
年
。
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凡
　
　
　
例

一
、
こ
の
釈
文
は
、
京
都
大
学
総
合
博
物
館
保
管
の
「
納
所
村
役
場

　
文
書
」
の
全
点
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

、
文
書
群
中
に
み
と
め
ら
れ
る
ま
と
ま
り
ご
と
に
、
お
お
よ
そ
年

　
代
順
に
配
列
し
、
翻
刻
し
た
。

一
、
各
文
書
に
付
さ
れ
た
番
号
は
、
請
求
番
号
に
あ
た
る
。

一
、
字
体
は
、
お
お
む
ね
原
本
に
従
っ
た
。

一
、
参
考
の
た
め
、
末
尾
に
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
所
蔵

　
　
「
京
都
府
紀
伊
郡
納
所
町
沿
革
取
調
書
」
か
ら
の
抜
粋
を
付
し

　
た
。

《
釈
　
文
》

　
0
1
　
豊
臣
秀
吉
朱
印
状

明
後
日
十
二
日
、
北
政
所
下
向
三
間
、
舟
之
儀
入
次
第
令
用
意
、

残
可
乗
下
候
、
猶
来
住
河
内
守
門
申
候
也
、

　
　
後
五
月
十
日
（
朱
印
）

　
　
　
　
　
　
　
（
河
村
宗
恒
）

　
　
　
　
　
　
　
　
与
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
（
木
村
勝
重
）

　
　
　
　
　
　
　
　
孫
次
郎

下
々
迄
不

　
0
2
　
豊
臣
秀
吉
朱
印
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
光
重
〉

堂
上
衆
へ
御
合
力
八
木
、
自
大
坂
鳥
羽
迄
、
以
河
船
石
川
伊
賀
手
前
千
五
拾

石
請
取
、
早
々
可
相
届
旨
、
淀
与
三
郎
・
孫
二
郎
可
申
付
候
也
、

　
　
九
月
五
日
（
朱
印
）

　
　
　
　
　
（
　
玄
　
以
　
）

　
　
　
　
　
民
部
卿
法
印

（
包
紙
ウ
ワ
轡
）

「
太
閤
様
御
役
舩
御
朱
印

　
　
　
　
　
（
貼
紙
）
「
弐
通
」
」
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0
3
　
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
写

於
城
州
淀
郷
内
七
拾
石
事
、
令
扶
助
詑
、

　
天
正
十
七

　
　
　
十
一
月
廿
四
日
御
朱
印

　
　
　
　
　
八
幡
役
者
淀

　
　
　
　
　
　
　
　
拾
三
人

全
可
領
知
之
旨
、
被
摺
出
溝
前
、

　
0
4
　
豊
臣
秀
吉
朱
印
状

（
包
紙
ウ
ワ
轡
）

（
豊
臣
秀
吉
）

「
太
面
様
御
朱
印
御
供
料
拾
四
石
」

山
城
岩
塩
着
水
タ
リ
・
納
所
・
大
下
津
内
合
拾
四
石
事
、

之
条
、
全
可
社
納
候
也
、

　
天
正
十
七

　
　
　
十
二
月
十
二
日
（
朱
印
）

　
　
　
　
　
淀
大
明
神

　
　
　
　
　
　
　
　
社
家

0
5
　
豊
臣
秀
吉
朱
印
状

（
包
紙
ウ
ワ
書
）

「
太
閣
様
唐
入
御
朱
印
」

為
御
供
料
令
寄
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
河
村
宗
恒
）

淀
川
並
加
子
之
事
、
今
度
唐
入
可
被
召
連
候
条
、
淀
与
三
右
衛
門
尉
・

（
木
村
勝
重
）

宗
右
衛
門
尉
相
談
、
諸
相
改
、
上
中
下
付
立
可
上
之
候
、
占
者
於
所
々
五
分

一
宛
可
罷
出
之
由
可
申
付
候
、
妻
子
扶
持
方
加
子
配
当
被
下
、
其
上
影
干
陣

も
扶
持
方
可
被
下
之
条
、
其
段
可
申
聞
候
也
、

　
　
　
　
　
正
月
三
日
（
朱
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
野
久
右
衛
門
尉
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
直
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
垣
見
弥
五
郎
と
の
へ

　
0
6
　
豊
臣
氏
五
奉
行
連
署
状

為
　
御
意
令
申
候
、
淀
川
過
書
御
公
用
之
儀
、
今
度
御
請
申
上
灘
分
、
被
成

御
免
候
条
、
可
門
訴
其
高
雄
、
然
者
最
前
下
請
申
上
将
て
よ
り
今
迄
之
分
ハ
、

御
算
用
候
て
可
有
運
上
候
、
去
年
ま
て
の
御
公
用
ハ
、
如
有
漏
可
有
運
上
之

旨
候
、
恐
々
謹
欝
、

　
　
　
　
　
　
　
（
長
束
正
家
）

　
　
八
月
十
九
日
　
長
大
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
（
石
田
三
成
）

　
　
　
　
　
　
　
　
石
治
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
（
増
田
畏
盛
）

　
　
　
　
　
　
　
　
増
右
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
（
浅
野
長
政
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
浅
弾
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
玄
以
）

　
　
　
　
　
　
　
　
徳
善
（
花
押
）

　
　
　
　
　
河
村
与
三
右
衛
門
尉
殿

　
　
　
　
　
木
村
宗
右
衛
門
尉
殿

109 （641）



　
0
7
　
徳
川
家
康
朱
印
状
写

（
包
紙
ウ
ワ
書
）

　
（
徳
川
家
康
）
　
　
　
　
　
　
　
美
豆

「
　
権
現
様
　
　
　
　
　
　
　
　
二
右
衛
門

　
　
　
御
朱
印
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
村
二
右
衛
門
家
附
」

八
幡
庄
内
四
石
六
升
事
、
遣
之
候
也
、

慶
長
五

　
五
月
廿
五
日
家
康
御
朱
印

　
　
　
　
　
美
豆

　
　
　
　
　
　
二
右
衛
門

0
8
　
石
清
水
八
幡
宮
御
鉾
持
座
之
目
録
（
写
）

（
端
裏
貼
紙
）

「
板
倉
伊
賀
守
殿
目
録
写
」
　
　
「
御
鉾
座
」

　
　
石
清
水
八
幡
宮
御
三
三
座
之
目
録

一
、
拾
萱
石
参
三
三
舛
　
　
　
八
木
八
郎
左
衛
門

一
、
九
石
弐
斗
萱
舛
　
　
　
　
山
上
弥
七

一
、
七
三
七
斗
参
舛
　
　
　
　
山
上
孫
八

一
、
九
石
八
斗
九
舛
　
　
　
　
山
上
喜
助

　
合
参
拾
五
石
壼
斗
四
舛
者

元
和
参
年
八
月
十
六
日

（
板
愈
勝
重
）

伊
賀
守

　
0
9
　
徳
川
家
光
朱
印
状
写

（
包
紙
ウ
ワ
書
）

　
（
徳
川
家
光
）

「
大
猷
院
様
　
八
幡
役
者

　
　
御
朱
印
写
　
　
　
淀
拾
三
人
」

山
城
国
淀
郷
之
内
七
拾
石
事
、
任
元
和
三
年
八
月
廿
八
日
先
判
之
旨
、

知
行
者
也
、

　
寛
永
十
三

　
　
十
　
月
九
日
　
御
朱
印

　
　
　
　
八
幡
役
者

　
　
　
　
　
　
　
淀
拾
三
人

全
可

　
0
1
0
－
1
　
板
倉
重
宗
黒
印
状

此
御
法
度
書
惣
百
姓
二
見
進
、
其
後
庄
屋
一
こ
お
し
つ
け
を
き
候
て
、
無
失

念
此
旨
可
相
守
候
、
次
伴
天
連
之
書
付
、
如
案
文
書
下
可
申
候
、
井
郷
中
に

不
審
成
も
の
於
在
之
者
、
召
連
可
聴
候
、
其
在
所
之
用
下
調
二
コ
口
6
参
候

も
の
に
も
伴
天
連
之
書
物
さ
せ
可
申
候
、
自
然
書
候
ハ
ぬ
も
の
三
二
占
者
、

京
都
へ
召
連
可
参
者
也
、

　
　
　
　
　
　
（
板
倉
重
宗
）

　
　
十
月
十
日
　
周
防
（
里
…
印
）
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納所村役場文害（谷）

納
所
村

　
庄
屋

　
百
姓
中

0
1
0
－
2
　
板
倉
重
宗
黒
印
状

　
急
度
申
遣
候
、

一
、
其
在
所
二
は
て
れ
ん
門
徒
於
在
之
ハ
、
先
年
も
如
申
燭
候
、
堅
致
穿
墾
、

　
自
然
於
在
之
ハ
、
可
申
来
事
、

一
、
武
士
之
牢
人
度
々
如
申
、
在
所
二
拘
置
問
敷
紙
、
併
百
姓
・
牢
人
之
儀

　
者
、
在
所
親
其
身
於
存
者
、
拘
置
儀
三
百
各
別
事
、

一
、
当
年
者
　
御
上
洛
被
成
御
沙
汰
候
問
、
在
所
之
道
橋
悪
敷
所
、
念
を
入

　
作
可
申
者
也
、

　
戌

　
　
正
月
廿
八
日
　
周
防
守
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
納
所
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
姓
中

0
1
1
　
板
倉
重
宗
里
…
印
状

　
以
上

　
　
（
宗
次
）

柘
植
三
之
丞
、
嶋
原
へ
被
参
候
間
、
従
淀
大
坂
迄
舩
用
次
第
可
申
付
候
、
以

上
、　

　
極
月
十
八
日
　
板
周
防
（
黒
印
）

　
　
　
　
（
勝
清
）

　
　
木
村
惣
左
衛
門
殿

0
1
2
　
御
朱
印
通
数
目
録
挿
板
倉
伊
賀
守
殿
添
目
録
（
写
）

（
表
紙
）

　
（
木
下
善
左
衛
門
印
）
　
　
　
　
（
宇
野
七
郎
右
衛
門
印
）

　
「
　
（
里
…
印
）
　
　
　
　
　
　
（
黒
印
）

　
　
　
御
朱
印
冊
数
目
録

　
　
　
　
　
井
板
倉
伊
賀
守
殿
添
目
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
淀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鉾
座
中
　
　
」

　
　
　
御
朱
印
目
録

　
、
権
現
様
御
朱
印
弐
通

　
　
　
　
内

　
　
　
　
　
　
　
　
八
木
八
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
壱
通
　
　
　
　
八
木
友
右
衛
門
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
上
弥
七

　
　
　
　
　
壱
通
　
　
山
上
弥
七
（
黒
印
）

（
台
徳
院
、
徳
川
秀
忠
）

一
、
大
徳
院
様
御
朱
印
三
通

　
　
　
　
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
預
り
主

　
　
　
　
　
壱
通
　
　
　
　
　
山
上
喜
右
衛
門
（
里
…
印
）
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納
所
町
年
寄

　
　
　
　
弐
通
　
預
り
主
木
下
善
左
衛
門
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
野
七
郎
右
衛
門
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
下
四
郎
兵
衛
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
野
九
兵
衛
（
黒
印
）

｝
、
大
猷
院
様
御
朱
印
三
通

　
　
　
　
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
預
り
主

　
　
　
　
壱
通
　
　
　
　
　
山
上
喜
右
衛
門
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
納
所
町
年
寄

　
　
　
　
弐
通
　
預
り
主
木
下
善
左
衛
門
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
野
七
郎
右
衛
門
（
里
…
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
下
四
郎
兵
衛
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
野
九
兵
衛
（
里
…
印
）

　
（
徳
川
家
綱
）

一
、
厳
有
院
様
御
朱
印
壱
通

　
　
　
　
　
　
　
　
納
所
町
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
預
り
主
木
下
善
左
衛
門
（
里
…
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
野
七
郎
右
衛
門
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
下
四
郎
兵
衛
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
野
九
兵
衛
（
黒
印
）

　
（
徳
川
綱
告
）

～
、
常
憲
院
様
御
朱
印
壱
通

　
　
　
　
　
　
　
　
納
所
町
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
預
り
主
木
下
善
左
衛
門
（
里
…
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
野
七
郎
右
衛
門
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
下
四
郎
兵
衛
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
野
九
兵
衛
（
黒
印
）

　
（
徳
川
吉
宗
∀

一
、
有
徳
院
様
御
朱
印
壱
通

　
　
　
　
　
　
　
　
納
所
町
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
預
り
主
　
木
下
善
左
衛
門
（
里
…
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
野
七
郎
右
衛
門
（
里
…
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
下
四
郎
兵
衛
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
野
九
兵
衛
（
黒
印
）

　
（
徳
川
家
重
）

一
、
惇
信
院
様
御
朱
印
壱
通

　
　
　
　
　
　
　
　
納
所
町
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
預
り
主
木
下
善
左
衛
門
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
野
七
郎
右
衛
門
（
里
…
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
下
四
郎
兵
衛
（
里
…
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
野
九
兵
衛
（
里
…
印
）

　
（
徳
川
家
治
）

一
、
凌
明
院
様
御
朱
印
壱
通

　
　
　
　
　
　
　
　
納
所
町
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
預
り
主
木
下
善
左
衛
門
（
里
…
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
野
七
郎
右
衛
門
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
下
四
郎
兵
衛
（
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
野
九
兵
衛
（
黒
印
）

一
、
板
倉
伊
賀
守
殿
添
目
録
壱
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
預
り
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
上
喜
右
衛
門
（
黒
印
）

右
御
朱
印
通
則
合
　
拾
三
逓

　
　
外
二
板
倉
伊
賀
守
殿
添
目
録
壱
通
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納所村役場文書（谷）

　
　
　
　
天
明
八
年
申
二
月

（
裏
表
紙
左
端
）

（
木
下
四
郎
兵
衛
印
∀
　
　
　
（
宇
野
九
兵
衛
印
）

「
（
里
…
印
）
　
　
　
　
　
（
黒
印
）

」

　
0
1
3
　
職
役
所
申
付
書

（
包
紙
ウ
ワ
書
）

「
座
本
免
状
　
」

　
　
　
城
州
淀

　
　
　
　
　
政
の
一
座
頭

其
方
儀
、
右
淀
御
領
内
座
適
役
申
付
一
間
、
前
々
古
例
一
儀
相
同
、
座
中
取

締
候
認
可
致
候
、
支
配
場
之
内
、
鍼
治
・
導
引
・
琴
・
三
味
線
等
之
三
業
を

召
致
座
中
之
支
配
不
請
盲
人
有
之
候
ハ
・
、
懸
寸
座
中
江
弄
り
図
様
、
取
計

年
三
候
、
於
相
三
者
可
申
出
も
の
也
、

　
庚
午
　
　
職

　
　
十
月
　
　
　
役
所
（
黒
印
）

0
1
4
　
職
役
者
申
付
書

　
近
頃
座
中
於
末
々
之
者
共
之
内
、
諸
国
近
在
と
相
唱
、
表
二
者
官
途
昇

　
進
を
名
与
致
し
、
実
者
…
分
之
利
欲
を
専
二
し
て
、
中
二
者
心
得
違
6

　
銘
々
其
所
二
住
居
茂
難
相
成
次
第
二
立
至
り
、
終
二
者
在
所
表
を
致
脱

出
、
夫
6
所
々
遍
歴
在
々
村
役
人
方
江
罷
越
、
無
謂
以
虚
言
狸
り
二
金

銭
を
貧
り
依
其
時
機
彼
是
及
強
談
候
者
茂
有
之
、
於
村
役
人
茂
甚
致
迷

惑
不
得
止
事
、
其
所
之
管
轄
民
政
御
役
所
江
訴
出
、
始
終
御
手
福
相
掛

り
候
趣
茂
有
之
哉
二
相
聞
、
以
而
之
外
之
事
二
候
、
右
者
全
其
国
々
在

役
之
仕
遣
支
配
丼
座
本
組
頭
共
、
常
々
教
諭
方
等
閑
故
之
儀
二
而
、
於

席
中
茂
奉
対

朝
廷
座
中
取
締
方
不
行
届
之
趣
意
二
相
当
り
、
実
以
恐
縮
至
極
之
事
二

有
之
候
、
搾
当
道
座
中
者
元
来
両
眼
不
明
之
も
の
二
而
祖
神
仁
康
親
王

之
依
御
蔭
世
々
無
量
之
奉
蒙
天
恩
、
銘
々
寝
食
を
安
し
、
官
途
昇
進
を

相
励
、
今
日
迄
連
々
相
続
致
来
候
処
、
今
也
王
政
御
一
薪
四
海
御
仁
懐

之
日
二
相
当
り
如
座
中
廃
人
三
一
際
御
哀
憐
被
為
在
候
与
之
難
膚
御
趣

意
二
而
、
既
二
先
般
当
道
座
中
古
例
之
趣
御
尋
二
付
、
座
中
従
来
之
規

則
、
官
途
之
次
第
、
且
産
業
　
経
営
方
之
儀
二
付
而
者
諸
国
一
統
士
農

工
商
共
、
其
分
限
二
随
ひ
配
当
与
名
付
、
吉
事
二
者
祝
儀
、
仏
事
二
者

布
施
是
を
請
、
右
を
家
業
之
助
と
い
た
し
、
鍼
治
・
導
引
・
琵
琶
・

琴
・
三
味
線
・
医
業
・
売
卜
等
を
以
職
業
与
い
た
し
候
事
共
二
至
迄
、

逸
々
以
書
取
奉
言
上
候
而
、
則
従
前
之
通
報
被
置
半
靴
、
実
二
広
大
之

朝
恩
二
有
之
候
、
依
而
右
厚
御
趣
意
之
程
昇
華
奉
載
認
心
得
違
無
之
様

可
算
退
転
処
、
如
前
条
不
所
行
之
も
の
出
来
候
段
、
実
二
恐
入
舞
次
第

二
候
、
依
之
今
般
評
議
之
上
左
之
條
々
取
究
、
諸
国
皆
座
之
も
の
江
急
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度
轟
然
教
諭
事
二
治
定
候
条
、
此
旨
相
心
得
可
申
事
、

一
、
官
途
昇
進
二
付
在
々
勧
化
高
儀
者
、
其
国
内
限
二
而
、
他
国
江
罷
出
候

　
儀
者
一
切
可
為
停
止
事
、

、
国
々
二
お
み
て
昇
進
渇
望
有
之
者
、
勧
化
之
儀
願
出
言
振
・
、
其
所
之

一　
座
役
人
共
二
お
み
て
事
実
篤
と
取
調
之
上
、
役
所
之
印
鑑
相
渡
、
廻
在

　
為
無
様
申
事
、

、
五
ヶ
年
参
賀
欝
欝
引
継
等
引
付
上
京
之
者
、
其
道
筋
藁
薦
仕
切
場
所
江

一　
相
懸
り
候
節
者
、
錐
他
国
之
も
の
休
泊
者
勿
論
仕
切
金
高
欄
準
シ
相
当

　
　
二
致
世
話
可
遣
、
尤
銘
々
告
文
可
護
持
参
事
、

、
他
国
之
者
共
無
課
し
て
在
々
江
入
込
、
亦
者
仕
切
場
暦
年
相
懸
り
候
も

一　
の
於
有
之
者
、
於
其
座
早
速
取
留
、
当
人
身
分
篤
と
相
糺
、
其
故
郷
江

　
差
送
り
可
申
、
尤
組
送
り
二
歳
主
叢
叢
、
但
入
用
者
其
湛
々
々
二
お
み

　
て
仕
切
金
之
内
6
出
シ
可
申
事
、

、
近
来
廻
在
仕
切
方
話
調
直
付
、
遠
近
之
無
差
別
狸
二
相
対
を
以
取
仕
切

一　
候
者
茂
有
之
由
、
甚
以
不
将
之
事
諸
候
、
以
来
其
座
6
配
当
申
請
磁
場

　
所
之
外
、
遠
在
之
所
を
引
寄
布
切
掛
儀
者
相
成
不
申
重
事
、

、
当
今
御
一
新
二
付
而
者
　
人
里
不
得
其
所
を
者
無
王
様
与
之
御
趣
意
二

　
付
、
以
来
於
国
々
不
将
之
所
行
有
之
も
の
者
、
於
其
所
急
度
教
諭
を
加

　
　
へ
、
不
取
用
節
者
、
於
其
座
厳
重
二
締
致
し
候
共
、
亦
考
当
方
江
為
差

　
登
候
共
可
致
、
但
国
法
二
致
関
係
候
罪
状
者
、
依
其
時
機
管
轄
江
訴
出

　
下
知
次
第
取
計
早
雪
、
他
邦
江
致
放
逐
候
儀
者
、
相
成
申
鷲
敷
事
、

～
、
座
中
配
当
之
儀
者
、
諸
国
～
県
官
分
限
二
無
し
先
例
を
三
曹
受
規
則
二

　
者
候
得
共
、
当
時
米
穀
を
始
諸
色
高
直
之
折
柄
、
先
例
之
振
合
二
而
者

　
　
一
統
難
立
行
、
無
燈
市
在
者
勿
論
藩
々
6
被
下
置
候
分
茂
御
方
方
二
相

　
成
続
様
、
夫
々
及
歎
願
候
箇
所
数
多
有
之
趣
、
右
者
素
5
廃
人
・
不
具

　
之
者
、
外
二
産
業
経
営
方
茂
無
之
を
憐
被
為
思
召
候
6
、
御
免
被
成
下

　
置
候
御
趣
意
二
付
、
其
時
勢
二
随
ひ
御
引
直
し
馴
致
歎
願
候
者
、
当
然

　
之
儀
二
候
墨
黒
、
右
事
件
歎
願
貴
男
者
、
其
土
地
在
役
之
も
の
共
之
内

　
　
二
お
み
て
、
能
事
柄
致
弁
別
候
者
6
其
御
忌
江
前
密
書
次
第
只
管
歎
願

　
賢
愚
候
、
苦
情
貫
徹
い
た
し
候
ハ
・
、
当
今
之
御
趣
意
二
候
間
、
埋
土

　
地
業
政
庁
二
お
み
て
茂
御
仁
伽
之
御
沙
汰
二
可
相
成
と
溶
着
間
、
此
旨

　
篤
与
相
心
得
、
聯
鹿
忽
田
儀
無
学
様
可
馬
事
、

右
之
条
々
堅
相
守
可
申
様
、
国
々
仕
置
支
配
役
目
、
座
本
・
組
頭
・
末
々

之
も
の
共
二
至
迄
、
夫
々
申
合
、
相
互
二
同
心
和
合
之
上
、
心
得
違
無
之

様
可
致
候
、
万
一
心
得
違
6
不
所
行
之
者
於
有
之
者
、
其
身
者
勿
論
、
其

所
在
役
之
者
共
迄
急
度
座
法
二
可
申
付
も
の
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
職

　
明
治
三
庚
長
年
十
二
月
　
　
役
所
（
黒
印
）
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納所村役場文書（谷）

0
1
5
　
淀
県
御
支
配
盲
人
取
締
淀
納
所
政
の
～
座
頭
轟
々
領
名
帳

（
表
紙
）

「
三
三
御
支
配

　
　
盲
人
取
締

　
　
淀
納
所

　
　
　
政
の
一
座
頭

　
　
　
団
々
領
名
帳
　
　
　
　
」

　
　
　
　
御
牧
郷

　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
拾
三
ケ
村

　
　
　
　
佐
山
組
十
五
ケ
村

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
田
井
村
／
下
津
谷
村
／
市
田
村
／
林
村
／
佐
古
村
／
佐
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
村
／
上
津
谷
村
／
久
世
村
／
大
久
保
村
／
廣
野
村
／
長
池

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
丁
／
東
罵
野
村
／
西
冨
野
村
／
枇
杷
庄
村
／
水
主
村

　
　
　
　
　
　
　
〆
拾
五
ヶ
村

　
　
　
　
　
西
城
州
組

　
　
　
　
　
　
岩
田
村
／
戸
津
村
／
上
奈
良
村
／
野
尻
村
／
内
里
村
／
松

　
　
　
　
　
　
井
村
／
美
濃
山
村
／
大
住
村
／
田
辺
村
／
濱
新
田
村
／
川

　
　
　
　
　
　
　
原
村
／
興
戸
村
／
東
川
原
村
／
草
内
村
／
飯
岡
村
／
江
津

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
脱
力
）

　
　
　
　
　
　
村
／
山
本
村
／
稲
妻
村
／
出
垣
内
村
／
高
舩
村
／
天
王
村

　
　
　
　
　
　
／
内
田
村

※
な
お
、
1
5
号
文
書
は
紙
幅
の
都
合
上
、
村
名
間
の
改
行
を
／
で
表
現
し
て
い
る

0
1
6
　
当
道
橿
神
由
来
黒
鼠

　
　
　
当
道
祖
神
由
来
之
事

一
、
元
祖
天
夜
の
尊
と
奉
申
は
、
仁
康
親
王
之
御
事
也
、
此
尊
人
皇
五
十
四

　
代
仁
明
天
皇
第
四
之
王
子
　
光
孝
天
皇
御
同
腹
之
御
弟
也
、
蓮
宮
始
は

　
弾
正
之
歩
二
被
任
サ
之
宮
共
申
、
又
常
陸
之
太
守
を
兼
云
ふ
故
常
陸
之

　
宮
共
奉
申
、
後
二
洛
陽
東
山
科
之
御
所
二
御
座
し
ま
す
故
、
山
科
之
宮

　
共
奉
申
也
、
然
る
に
　
仁
康
親
王
御
両
眼
し
み
さ
せ
給
ひ
て
、
貞
観
十

　
四
壬
辰
年
五
月
五
日
御
歳
四
十
二
歳
二
し
て
三
一
、
御
法
名
法
性
禅
師

　
と
号
ス
、

一
、
仁
恩
親
王
御
家
領
、
大
隅
・
薩
摩
・
日
向
此
三
ヶ
国
之
内
二
数
ヶ
所
有

　
之
処
、
宮
之
御
在
世
之
内
奏
聞
二
よ
つ
て
一
戸
之
後
不
残
当
道
江
被
下

　
置
、
年
々
貢
物
を
舩
二
積
、
山
城
之
国
鳥
羽
之
湊
二
三
入
盲
人
共
綱
引
、

　
右
之
貢
物
を
配
ら
せ
し
と
也
、

一
、
仁
康
親
王
之
御
霊
を
天
夜
之
尊
と
神
号
を
奉
つ
ら
せ
給
ひ
て
、
山
城
国

　
宇
治
郡
山
科
郷
四
宮
村
柳
谷
二
二
安
置
し
給
ふ
者
、
光
孝
天
皇
之
御
宇

　
仁
和
一
毛
巳
年
十
一
月
十
一
日
と
有
、
今
之
四
之
宮
是
也
、

、
当
道
江
始
て
検
校
勾
当
之
二
官
を
勅
許
有
し
者
　
光
孝
天
皇
之
御
宇
仁

　
和
二
丙
午
年
二
月
十
七
日
也
、

一
、
当
道
江
被
下
置
し
　
宮
之
御
家
領
、
人
皇
八
拾
二
代
之
　
帝
後
鳥
羽
院

　
御
宇
、
子
細
有
て
退
転
ス
、
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一
、
人
皇
入
十
六
代
四
條
院
御
宇
、
当
道
之
穣
な
き
事
を
御
憐
二
有
之
、
其

　
頃
上
江
被
召
上
候
諸
道
之
運
上
、
吉
凶
共
当
道
三
親
下
輩
候
、
是
を
配

　
当
御
免
之
始
と
申
伝
ふ
、

一
　
人
皇
百
八
代
後
陽
成
院
御
宇
慶
長
八
癸
卯
年
、
　
家
康
公
天
下
一
統
治

　
め
さ
せ
給
ふ
節
時
之
職
伊
豆
惣
検
校
円
～
、
恐
悦
二
被
出
、
先
例
之
通

　
り
御
礼
申
上
候
、
家
康
公
被
　
仰
出
候
者
、
当
道
古
代
之
儀
御
尋
被
為

　
遊
、
依
而
伽
豆
惣
検
校
古
例
之
趣
逸
々
申
上
腿
処
、
　
家
康
公
営
為
聞

　
召
、
当
道
之
格
式
古
例
之
通
可
相
守
旨
勿
論
、
検
校
勾
当
二
者
座
中
之

　
官
物
永
代
被
下
慣
、
座
頭
已
下
之
も
の
江
者
先
前
之
通
り
諸
道
之
運
上

　
被
下
墨
当
為
仰
付
、
則
将
軍
宣
下
之
為
御
祝
儀
鳥
目
千
貫
文
被
下
量
、

　
難
有
頂
戴
仕
候
、
尤
武
家
方
井
寺
社
・
百
姓
・
町
人
二
愚
挙
諸
道
之
運

　
上
巳
来
無
相
違
当
道
江
可
差
出
旨
、
天
下
一
統
二
被
仰
出
候
と
書
留
御

　
座
候
、

一
、
往
古
運
上
物
被
下
覆
候
晶
左
之
通
二
御
座
候
、

　
一
、
婚
礼
二
水
鉄
之
料

　
一
、
婦
人
出
産
二
産
衣
之
料

　
　
　
但
男
子
者
勿
論
女
子
二
而
も
惣
領
者
産
衣
之
料
有
、

　
一
、
深
曽
木
之
料

　
一
、
袴
着
之
料

　
一
、
元
服
二
鳥
帽
子
官
途
之
料

一
、
家
督
之
冥
加
金

一
、
新
宅
二
竈
之
料

一
、
蔵
建
二
造
作
之
料

一
、
寺
地
二
者
堂
供
養
之
料

一
、
社
地
二
者
遷
宮
之
料

一
、
鐘
供
養
之
料

一
、
法
事
二
者
僧
供
養
之
料

一
、
凶
暴
三
者
茶
毘
之
運
上

右
之
通
往
古

上
江
被
召
上
士
小
物
成
と
申
を
、
四
條
院
御
宇
当
道
江
被
書
置
候
、
其

節
武
家
方
6
左
之
品
被
下
県
、

一
、
国
譲
　
　
　
一
、
新
知

一
、
加
増
　
　
　
一
、
番
入

一
、
役
替
　
　
　
～
、
所
懐

一
、
任
官
　
　
　
　
、
入
部

一
、
入
国

右
之
逓
二
御
座
避
溢
、
　
家
康
公
御
里
慰
二
品
外
二
左
之
四
品
御
祝
儀

物
被
下
置
候
、

一
、
御
誕
生
　
　
一
、
御
宮
参

一
、
御
縁
組
　
　
一
、
御
結
納
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納所村役場文書（谷）

右
之
通
二
御
座
候
、
以
上
、

0
1
7
　
覚
（
淀
藩
領
村
名
書
上
）

　
覚

東
城
州
佐
山
組

　
　
　
市
田
村
／
田
井
村
／
下
津
屋
村
／
佐
山
村
／
佐
古
村
／
林
村
／

　
　
　
大
久
保
村
／
廣
野
村
／
枇
杷
庄
村
／
冨
野
村

　
　
〆
拾
ケ
村

同
州
御
牧
郷

　
　
　
江
之
口
村
／
嶋
田
村
／
封
戸
村
／
藤
和
田
村
／
北
川
顔
村
／
釘

　
　
　
貫
村
／
東
一
ロ
村
／
西
一
口
村
／
中
嶋
村
／
坊
池
村
／
相
嶋
村

　
　
　
／
森
村
／
野
村
／
同
出
作
／
市
田
出
作
／
観
阿
野
村
／
　
皮
田

　
　
　
村

　
　
〆
拾
七
ケ
村

西
城
州
相
楽
郡

　
　
　
南
稲
八
妻
村

同
州
綴
喜
郡

　
　
　
打
田
村
／
高
訟
村
／
天
王
村
／
多
々
羅
村
／
江
津
村
／
出
垣
内

　
　
　
村
／
北
興
戸
村
／
南
興
戸
村
／
山
本
村
／
飯
岡
村
／
草
内
村
／

　
　
　
東
村
／
川
原
村
／
田
邊
村
／
同
量
田
村
／
大
住
村
／
松
井
村
／

　
　
　
岩
田
村
／
野
尻
村
／
戸
津
村

　
　
〆
弐
拾
ヶ
村

同
州
紀
伊
郡

　
　
　
大
下
津
村
／
水
垂
村
／
納
所
村

　
　
〆
三
ケ
村

近
江
國
野
洲
郡

　
　
　
六
条
村
／
井
目
村
／
小
比
江
村
／
播
磨
田
村
／
荒
見
村
／
今
市

　
　
　
村
／
十
二
里
村
／
北
桜
村
／
川
田
村
／
行
合
村
／
三
宅
村
／
久

　
　
　
野
部
村
／
安
治
村

　
　
〆
拾
三
ケ
村

同
国
高
嶋
郡

　
　
　
岡
村

同
国
栗
太
郡

　
　
　
古
高
村
／
焔
　
堂
村
／
二
町
村
／
上
山
依
村
／
小
野
村
／
小
柿

　
　
　
村
／
坊
袋
村
／
寺
内
村
／
上
鈎
村
／
平
井
村
／
小
平
井
村
／
上

　
　
　
笠
村
／
上
寺
村
／
出
庭
村

　
　
〆
拾
四
ケ
村

同
国
浅
井
郡

　
　
　
集
福
寺
村
／
瓜
生
村
／
山
前
村
／
平
塚
村
／
大
寺
村
／
三
河
村

　
　
　
／
加
村
／
速
水
村
／
河
毛
村
／
田
川
村
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〆
拾
ケ
村

同
国
伊
香
郡

　
　
　
東
野
村
／
磯
野
村
／
布
施
村
／
柏
原
村
／
井
口
村
／
渡
岸
寺
村

　
　
　
／
文
室
村
／
　
中
郷
村
／
西
阿
閉
村
／
川
並
薪
田
村
／
八
戸
村

　
　
　
／
東
物
部
村
／
西
物
部
村
／
西
柳
野
村
／
東
高
田
村

　
　
〆
拾
五
隣
村

同
国
甲
賀
郡

　
　
　
（
針
）

　
　
　
釘
村
／
高
嶺
村
／
龍
法
師
村
／
伴
中
山
村
／
寺
庄
村
／
牛
飼
村

　
　
　
／
吉
永
村
／
山
中
村
／
西
寺
村
／
前
野
村
／
正
規
寺
村
／
市
場

　
　
　
村
／
田
堵
野
村
／
柑
子
袋
村
／
倉
治
村
／
上
野
村

　
　
〆
拾
六
ケ
村

同
國
蒲
生
郡

　
　
　
中
小
森
村
／
芝
原
村
／
鈴
村
／
土
器
村
／
御
所
内
村
／
長
福
寺

　
　
　
村

　
　
〆
六
ケ
村

同
国
滋
賀
郡

　
　
　
鵜
川
村
／
栗
原
村
／
上
在
地
村
／
上
仰
木
村
／
赤
塚
村

　
　
〆
五
ケ
村

摂
津
国
嶋
下
郡

　
　
　
上
村
／
中
村
／
小
川
村
／
別
所
村
／
下
村
／
佐
井
寺
村
／
下
新

　
　
　
田
村
／
上
新
田
村
／
南
村
／
小
路
村
／
東
村
／
七
ツ
尾
村
／
片

　
　
　
山
村
／
正
音
寺
村
／
吹
田
村

　
　
〆
拾
五
ケ
村

河
内
国
高
安
郡

　
　
　
恩
知
村
／
垣
内
村
／
教
光
寺
村
／
黒
谷
村
／
郡
川
村
／
服
部
川

　
　
　
村
／
山
畑
村
／
大
窪
村
／
千
塚
村
／
水
越
村
／
神
立
村
／
大
竹

　
　
　
村
／
楽
音
寺
村

　
　
〆
拾
三
ケ
村

同
国
渋
川
郡

　
　
　
正
覚
寺
村
／
乾
村
／
四
条
村
／
大
地
村
／
西
足
代
村
／
伊
賀
々

　
　
　
村
／
矢
柄
村
／
岸
田
堂
村
／
北
蛇
原
村
／
南
無
原
村
／
柏
田
村

　
　
　
／
太
子
堂
村
／
衣
摺
村

　
　
〆
拾
三
ケ
村

同
国
若
江
郡

　
　
　
佐
堂
村
／
穴
太
村

　
　
〆
弐
ケ
村

和
泉
国
学
郡

　
　
　
小
松
里
村
／
下
池
田
村
／
荒
木
村

　
　
〆
三
ヶ
村

同
国
泉
郡
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納所村役場文書（谷）

　
　
　
　
　
忠
岡
村
／
井
口
村
／
高
月
村
／
和
気
村
／
和
気
郷
庄

　
　
　
　
〆
五
ケ
村

　
　
同
国
田
根
郡

　
　
　
　
　
俵
屋
新
田
／
男
里
村

　
　
　
　
〆
弐
ケ
村

　
　
　
都
合
村
数
百
八
拾
四
ヶ
村

※
な
お
、
1
7
号
文
轡
は
紙
幅
の
都
合
上
、
村
名
聞
の
改
行
を
／
で
表
現
し
て
い
る
。

　
0
1
8
　
覚
（
淀
藩
領
村
々
金
銭
書
上
）

　
　
　
　
覚

…
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
城
州

　
、

S　X　N　I　N　｝　X
五
百
五
十
文

五
百
五
十
文

七
百
文

九
百
文

金
　
壱
歩

〃
　
弐
朱
分

　
　
　
　
四
百
文

〃
　
壱
両
壱
歩

町
み
ず

里
み
ず

才
目
三

生
津
村

川
口
村

下
な
ら

九
か
村

組

lh－N N　h　1　IS　N　N　N　h
〃
　
壱
歩
分

　
　
　
　
四
百
文

〃
　
壱
歩

　
　
　
　
三
朱

〃
　
弐
朱
分

　
　
　
　
六
百
文

〃
　
壱
歩

　
　
　
　
弐
百
文

ク
　
弐
歩
也

金
　
壱
歩

　
　
　
　
弐
朱
也

〃
　
壱
歩
分

　
　
　
　
四
百
文

〃
　
壱
朱
分

　
　
　
　
弐
百
文

〃
　
三
歩
也

〃
　
三
朱
也

ク
　
三
朱
也

銀
　
十
弐
匁

金
　
壱
歩

　
　
　
　
弐
朱

た
き
・
村

・
田
な
へ

西
河
原
村

・
東
村

・
く
さ
し

・
い
の
岡
村

・
北

　
　
こ
、
つ
と
、
つ

・
南

　
　
　
〃
村

・
ふ
け
ん
し
郷

　
　
十
ケ
村

・
山
本
村

・
江
津
村

ひ
し
田
村

下　
狛
村

119 （651）



一
、

一
、

一
、

一
、

一
、

〃金〃〃〃

一
、
ク

一
、
銀

～
、

一
、

一
、

一
、

〃金ク〃
l　　 l　　 S　　 ｝

〃金銀〃
壱
歩
分

　
　
四
百
文

壱
歩
也

壱
歩
也

壱
歩

　
　
弐
朱

壱
歩

　
　
四
百
文

三
朱

五
匁
三
分

　
　
　
三
り

壱
歩
弐
朱

壱
歩
弐
朱
分

　
　
六
百
文

弐
歩
也

四
匁

弐
歩
也

弐
朱
分

　
　
百
文

ほ
そ
の
村

す
か
い
村

上
田
村

南
　
い
な
や
す
ま

北
　
　
　
〃
村

東
ば
た

・
さ
く
ろ

い
ぬ
い
谷

山
田
村

は
ぜ

さ
か

　
中
村

木
津

ほ
う
け
ん
し
村

加
茂
村

生
津

一
、
銀
　
弐
十
匁

、
　
”

一
、
〃

弐
拾
匁

　
　
六

七
拾
六
匁

一
、
金
　
三
歩
弐
朱
也

1　　　　　－　　　　　h　　　　　h　　　　　｝

11　t！　11　ft　Xl

、　
〃

～
、
〃旦

し
q
≧

弐
朱
也

弐
歩
也

壱
歩
阻
百
文

弐
朱
也

壱
歩
分

　
　
弐
百
文

壱
歩
分

　
　
弐
百
文

壱
歩
分

　
　
四
百
文

五
か
村

　
北
か
さ
き

組

目
か
村

　
北
大
河
原
組

　
　
　
わ
っ
か
郷

　
　
　
　
　
十
四
ヶ
村

み
か
の
は
ら

　
　
　
　
　
十
九
ケ
村

　
　
　
神
と
う
し
村

　
　
　
上
狛
村

　
　
　
椿
村

　
　
　
北
河
原
村

　
　
　
平
尾
村

か
ば
た

玉
水

田
賀

120 （652）



、
金
弐
両
弐
歩

一　
　
　
　
壱
歩

　
但
し
閏
月
ハ

　
　
　
弐
両
弐
歩
也

納所村役場文書（谷）

x
／

r　：
〃　金

＝

金

壱
歩
分

　
　
弐
百
文

壱
朱
也

壱
歩
分

　
　
四
百
文

壱
歩
分

　
　
四
百
文

　
　
市
の
へ

　
　
中
む
ら

　
　
な
し
ま

　
　
く
わ
ん
の
う

　
　
　
　
　
　
と
、
つ

　
　
長
池

　
・
し
ょ
う
と
の

　
・
び
わ
ん
の

　
　
　
　
　
し
ょ

　
　
み
ず
し

　
　
寺
田

　
　
久
世

　
　
平
川

〆　
・
大
久
保

　
・
林
村

　
・
佐
山

　
・
佐
古

一
、

　
、

…
、

～
、

X
1 11　11〃

銀金〃〃
：r　：：
金　〃　金〃

壱
歩
也

三
朱
也

壱
歩
分

　
　
四
百
文

弐
歩
也

壱
歩
分

　
　
四
百
文

弐
朱
分

　
　
六
百
文

壱
歩
分

　
　
弐
百
文

十
五
匁

弐
拾
匁

壱
歩
分

　
　
四
百
文

三
朱
分

　
　
弐
百
文

壱
両
也

・
下
津
屋

・
田
井

・
市
田

み
ま
き

・
十
三
ケ
村

伊
勢
田

小
倉

・
ひ
ろ
の

ま
き
の

　
　
し
ま

宇
治

白
川

た
か
の

宇
治

　
た
わ
ら

121 （653）



一
、

一
、

　
、

一
、

金銀〃〃
～
、
金

～
、

〃金銭
～
、
〃

～
、
金

～
、

一
、

～
、

　
、

～
、

1
1 ／1　11　tl　ll

壱弐
朱
也

弐
朱
也

十
五
匁

壱
歩
分

　
　
弐
百
文

弐
朱
分

　
　
弐
百
文

弐
朱
也

三
百
文

壱
歩

　
　
弐
朱
也

弐
朱
也

弐
朱
分

　
　
弐
百
文

壱
歩
也

壱
歩
也

壱
歩
也

壱
歩
也

壱
両
三
歩
也

　
　
　
郷

ひ
つ
川

み
む
ろ

太
ほ
う
寺

五
ケ
の
所

こ
わ
た

い
し石

田
石ひ

の
だ
い
こ

小
野

く
わ
ん
し

う
寺

柳
町

回
ふ
く
し

い
な
り

北
ふ
か
く
さ

一
同
村

一
、
銀
　
六
百
目

N　N
〃金

h　l　N　l　l　l　l
／1　11　／！　11　fl　／1　fl

一
、

一
、

一
、

一
、

一
、

一
、

金〃銭〃〃銭

　
ふ
か
く
さ

西
岡
郷

　
　
惣
代

壱
歩
弐
朱
也
　
上
鳥
羽

弐
朱
分
　
　
　
　
　
　
と
う
の

　
　
六
百
文
　
　
　
　
　
　
　
森

弐
朱
也
　
　
　
　
　
　
訳
し
ま

壱
歩
分
弐
百
文

弐
朱
分
百
文

壱
歩

壱
歩
也

壱
歩
也

弐
朱
分

　
　
六
百
文

七
百
文

五
百
文

弐
朱
分

　
　
弐
百
文

四
百
文

四
百
文

六
百
文

せ
り
川

上
三
す

下
鳥
羽

よ
こ
・
つ
ち

冨
の
森

・
み
す
た
れ

・
大
下
津

・
の
三

池
の
上

下
津
町

新
町

122 （654）



納所村役場文書（谷〉

右
之
通
り
二
御
座
候
、
以
上
、

＊
参
考
史
料
「
京
都
府
紀
伊
郡
納
所
町
沿
革
取
調
書
」
よ
り
抜
粋

　
麟
参
考
1
　
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勤
）

山
城
国
淀
津
水
垂
・
納
所
内
合
拾
九
石
之
事
、
令
扶
助
依
専
勲
行
可
励
神
忠

者
也
、

　
　
天
正
十
七
十
二
月
十
二
日
（
御
朱
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
淀
大
明
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
社
僧
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
主
三
人

　
鯵
参
考
2
　
豊
臣
氏
奉
行
連
署
足
堅

　
為
当
座
初
花
三
百
疋
被
遣
候
、
已
上

今
度
　
若
君
様
於
御
本
腹
者
、
最
前
之
御
立
願
米
被
成
下
納
、
其
上
重
而
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
抽
）

石
可
有
御
奉
加
之
由
、
被
仰
出
候
条
、
被
得
趣
意
、
於
神
前
可
袖
懇
祈
事
肝

要
二
候
、

　
　
　
八
月
三
日
　
　
増
田
右
衛
門
尉
三
盛
　
花
押

　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
出
播
磨
守
秀
政
同

神
主

淀
明
神

伊
藤
伊
賀
守
秀
盛

寺
澤
越
中
守
弘
政

石
川
伊
賀
守
光
重

民
部
卿
法
印
玄
以

　
働
参
考
3
　
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
写

為
御
動
座
見
舞
、
帷
子
二
生
絹
一
遠
路
之
到
来
、

　
　
卯
月
廿
四
日
　
　
（
御
朱
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
納
所
社
人

　
爵
参
考
4
　
徳
川
家
康
黒
印
状
写

山
城
国
淀
津
水
垂
・
納
所
之
内
拾
九
石
之
事
、

状
如
件
、

　
　
元
和
発
煙
七
月
廿
七
日
（
御
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
淀
大
明
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
社
僧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
主

同同同同省
思
召
候
也
、

全
社
納
拝
境
内
諸
役
令
免
除

123 （655）



　
幽
参
考
5
　
徳
川
家
康
黒
印
状
写

　
　
　
　
　
　
　
　
（
藁
）

当
社
御
供
料
山
城
国
水
足
・
納
所
・
大
下
津
内
拾
四
石
之
事
、

也
、
依
如
件
、

　
　
元
和
元
年
七
月
廿
七
日
（
御
黒
印
）

　
　
　
　
　
　
　
淀
大
明
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
社
家
中

全
可
社
納
考

124 （656）


